
（様式第３号）

１２ ０１ ０１

～

□ a.期待以上

■ b.期待どおり

□ c.やや下回る

□ d.期待以下

　最終予算額　 （Ａ) 国庫・県単

　決　算　額 （Ｂ) 実施方法

Ｂ(H21はＡ）のうち一般財源

 従事する職員数

 概算人件費　  （Ｃ）

　概算事業費　（Ｂ(H21はA)＋Ｃ）

　□　増加 ■　横ばい □　減少

　■　余地なし □　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり効率性を高める余地

課題の総括 　会計事務の適正な執行の確保を図っていく。

事
 
業
 
の
 
課
 
題

区　分 判　定　・　説　明

事業のニーズの変化

判
定
の
説
明

・本事業は地方自治法及び財務規則に基づき実施され
ている。

県の関与を見直す余地

有効性を高める余地

1,335 1,350

20年度 21年度（予定） 左記以外の20年度の実績

会計審査件数（事前審査件数を除く。） 件 77,653 71,100 71,100

支出負担行為の事前審査件数

事
業
実
績

内　　容 単位 19年度

件 2,878

28,560 28,560

千円 29,316 29,312 29,608

4.00 4.00

752 - 直接

千円 - - - 歳出節別
内訳等

（単位：
　　千円）

 旅費　　     66
需用費　　  284
役務費 　   127
賃借料　  　115

人

20年度 21年度（当初） 20年度の概要

千円 1,124 1,159 1,048 県単

19年度

756

　概　算
　人件費

4.00

千円 28,560

実施期間

事
業
コ
ス
ト

区　　分 単位

成
果
と
達
成
状
況

事
 
業
 
の
 
概
 
要
 
等

事業の
目　的

事業の
必要性

事業内容

千円

評価

　・会計事務の適正な執行の確保を図
る。

・全ての支出命令の審査（支出負担行為
の確認）を行う。
・規則に定められた案件の事前審査を行
う。

・全ての支出命令（約７万１千件）の審査
及び、約１千3百件の事前審査を行い、
必要に応じて改善指導を行った。

事業の目指す成果 達成度（期待どおり）の判定基準(H20) 達成状況

３８１４

E-mail kaikei@pref.nagano.jp

地方自治法及び財務規則

　県民に説明できる会計事務の適正な執行の確保を図る。

　地方自治法第２３２条の４第２項に基づき、予算執行者からの支出命令について「当該支出負担行為が法令又は予算に違反
していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認」する。

　予算執行者からの支出命令について、
 
    ①法令に違反していないこと
    ②予算に基づいたものであること
    ③予算執行が効率性・経済性等が図られていること
    ④債務が確定していること
    ⑤正当権者への支払いであること

 などを審査（支出負担行為の確認）し、必要に応じて改善指導を行う。
　
   また、財務規則に定められた一定金額以上のものについては、支出負担行為の前に当該事項の内容が適法であるかどうか
等の事前審査を行う。

昭２２年 根拠法令等

平成21年度事務事業評価シート　（20年度実施事業分）

事業番号 中期総合計画主要施策番号 -
担
当
課

部・課 会計局会計課

事　業　名 会計審査の実施
内線


